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＜国土交通省〉



高齢者等居住安定化推進事業について
（障害者の居住の安定に係わる住宅部門と福祉部門の連携の推進）



高齢者等居住安定化推進事業の種類

一般部門

ハード・ソフトにおいて先導性の 

咼い取組

（例）

•先導性の高い高齢者等の住まい 

の新築・改築

・高齢者等の住まいに関する情報 

提供・相談業務

•協働型居住の試み

•高齢者への安心•見守りサービス 

の提供

•障害者世帯・子育て世帯の居住の 

安定確保に資する取り組み

※選定された事業の助成期間は3年間

D
D

■及の必要性が高い事篥

生活支援サービス付高齢者専用賃貸住宅部門
生活支援サービス付きの高齢者専用賃貸住宅の整備

ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門 

ケアの専門家と設計者■施工者の連携体制により行われ 

るバリアフリー改修及び体制整備

公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化部門

公的賃貸住宅団地の福祉拠点化に資する高齢者生活支 

援•障害者支援•子育て支援施設の整備

平成22年度予算案:160億円

説明会開催予定等情報:http://www.koujuuzai-model.jp/pdf/annai_100223.pdf



高齢者等居住安定化推進事業一般型

砂 高齢若等か居隹の安定確保を図るため、住宅に関する先導的な技術・システ厶等あ導入せ生活站芥議ザマ移 

が効率的•効果的に提供される住まいづくり・まちづくりに関する取組みなどを支援（平成22年度より4年間限定）

•建築工事費等

•技術の検証費

•情報提供及び普及費

住宅及び高齢者の交流施設等の整備費（補助率:新築等1/1〇、改修2/3）、設計費（補助率:2/3） 
居住者実験、社会実験等の技術の検証に要する費用（補助率:2/3）
選定提案に係る情報提供及び普及に要する費用等（補助率2/3）

朗歸舞沁
課題 -------------------------------------------------------------------

中山間地域等では、過疎化、高齢化の進展により、要介護者の住居が点在しているため、訪問 
に多くの時間を要し採算がとれず、通所•訪問サービス事業への参入が進んでいない。

提案イメージ

高齢者の集住の誘導によるサービスの効率化•きめ細がなサービス提供

・集落で集住することによる訪問介護サービス等の効率的な提供
■集落内で見守り確保、共同生活により相互扶助、集落における日常的な交流により介護予防

高齢者がどのような心身の状況になっても（健常時、 
入院時、リハビリ時、要介護時等）、住み慣れた地域 
で安心して居住し続けることができる居住環境を整備

•施設や高齢者向け住宅の空室等の情報の共有•高 
齢者へのあっせんに関する取組み
•日常時の見守り体制や緊急時対応の体制整備等

自宅の管理等

I試行的な共同生活実施」

［共同生活用住圭入居］

住替え円滑化等のため 

の多様なプログラム

〔生活狀況■意向把握J

惨落内で2交潦機含創出］

（ 認知症 \
ゝゲルーフ・ー土/ 整備

I!痴斎症時〕

［页血 产

ゝー［N厂高齢者向け

/訪問・通所介
J護サ-ビス拠点

老人保健 

施設

［リハビり時］

■,医療施設鳥:

介護予防 

拠点

地域 ネットワーク構築 

-コミュニティ

-------------------------------- 助成対象 -------------------------------

住替え円滑化等のためのプログラム策定・実施に必要な経費（補助率2/3） 
空家の改修費（補助率2/3）等 ※介護保険に係る事業は対象外

高齢者向け賃貸住宅整備費（補助率1/10） 
見守り等の連携体制整備に係る経費

（補助率2/3）等※介護保険に係る事業は対象外



特定部門:ケア連携型バリアフリー改修体制整備部門

補助金交付申請彳ト ■補助金交付

住宅改修グループ

ち・アの専門家と設計者・工務店等の連携体制が整備されること

〇研修、情報提供、普及啓発、アセスメント等（補助率2/3（上限1,000万円/グループ■年））

〇個々の住宅の改修（補助率1/2（上限200万円/戸））
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改修 改修申込个改修・申込匸

改修工"事費等a補助金改修工事費等&補助金改修工事費等補助金

改修 改修申込个 改修

\

ノ

[1] リハビリテーション機能を有する医療機関、介護保険施設等と地域の設計者•工務店等により構成されるもの

[2] 地方公共団体の関与のもとに設置された協議会等でケアの専門家や設計者、工務店等で構成されるもの

[3] その他、ケアに係わる福祉等の関係者及び地域の設計者又は工務店等の建築関係者により構成されるもの

次に掲げる者が居住する住宅

[1] 要介護認定又は障害等級認定を受けている者

[2] [1]に準ずる者であって、身体に機能障害や機能低下があり、継続して移動等に困難を伴うと医師が認める者



特定部門:公的賃貸住宅団地地域福祉拠点化部門

5 V要件〉 V補助率〉

〇公的賃貸住宅団地内に高齢者生活支援施設等又 

はグループホームを整備するものであること

〇地域住民（当該公的賃貸住宅団地居住者を含む） 

に対して生活相談、介護予防等の取組又はグルー 

プホームなど地域密着型のサービス提供を行うもの 

であること

〇当該公的賃貸住宅団地の管理者が推薦した者で 

あること（住宅管理者自らが公募する場合を除く）
※当該公的賃貸住宅団地の管理者は入居者募集上の配慮、 

バリアフリー化等に努めること

Vオプション〉

〇高齢者専用賃貸住宅、有料老人ホームを合築・ 

併設する場合は新築•改修費にも補助

〇高齢者•障害者•子育て生活支援施設、グ 

ループホーム、有料老人ホーム

新築仍0（上限1,000万円/施設） 

改修1/3（上限1,000万円/施設）
※ただし、高齢者居住安定確保計画に位置づけら 

れる高齢者生活支援施設、地域住宅計画に位置 

付けられる障害者福祉施設・子育て支援施設に 

ついては、補助率を45%/補助限度額を、原則 

として、団地の戸数に60万円を乗じて得た額又 

は・!億円のいずれか少ない額とする

〇高齢者専用賃貸住宅

新築仍0（上限100万円/戸）

改修1/3（±限100万円/戸）





熊本県営健軍団地（熊本県熊本市）

公営住宅団地の建替えにあたり、地域の小規模多機能拠点となる施設☆ 

（障害者、高齢者、子育て世帯等の共生と交流の場）を併設した。

構造規模 :SRC造9階（一部7階）建て・1棟

施設特徴 :公営住宅50戸

※引戸、腰掛ベンチの設置など、ユニバーサルデザインに配慮

1階に福祉施設を併設

※高齢者•障害者が通えるデイルーム、子育て支援のプレイルーム、 

地域の人々との交流スペース、障害者の働く喫茶など

住戸面積 :54〜72.9IT?

家 賃 :26000〜92000円/月

建設年度 :H15〜16年度（本体）、H17年度（外構） 《子育て支援のプレイルームノ

☆地域生活相談窓口

☆夜間一時預かり（ナイトケア）
障害をもら当事者に- 

よる喫茶 ・軽食・ 製品, 
の販売等…* *

1階平面図

高齢者・障害者が通える 
ゝ ☆デイルーム ノ

☆地域住民が立ち寄りや 

すいウッドデッキや交流 

スペース☆住宅の共用部分等外観写真

☆カロ齢対応構造等 ☆:高齢者等居住安定化推進事業の補助対象となりうる部分



高齢者等居住安定化推進事業のスケジュール等

スケジュール（予定）

探8月目途に第2回公募を開始予定

平成22年2月 実施方針やスケジュールに関する関係事業者への周知

平成22年3月
平成22年度第1回高齢者等居住安定化推進事業の公募の開始（3月5日） 

事業説明会の開催（3月8日〜全国7都市）

平成22年4月 高齢者等居住安定化推進事業の提出期間（4月5日（月）〜4月23日（金））

平成22年6月頃 平成22年度第1回高齢者等居住安定化推進事業の事業選定

留意事項等

※本事業の実施は、平成22年度予算成立が前提

※質問事項については、とりまとめの上提出していただければ、まとめて回答

※提案の提出先等は国土交通省ホームページにおいて周知

説明会開催の詳細な日程及び参加申込書等

高齢者等居住安定化推進事業専用サイト:http://www.koujuuzai-model.jp/



＜文部科学省〉



障害保健福祉関係主管課長会議
平成22年3月4B
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特別支援教育行政の現!1犬・課題

文部科学省初等中等教育局特別支援教育課
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特別支援教育の対象の概念図〔義務教育段階〕

特別支援学校］

視覚障害 知的障害 病弱・身体虚弱

聴覚障害肢体不自由

小学校・中学校

ここ持別支援学級二'5

［義務教育段階の全児童生徒数1079万人

視覚障害一肢体不自由ー ーー一启閉症亠情緒障害——/;斗5%—* 

聴覚障害一病弱ー:身体虚弱 ーーーオ（型2万ぜA）
ー ー矢啲障害蚩語障害 一 ー • • ・ー ー

く〔二通常の学級

I I诵級による指導I
: 視覚障害

! 聴覚障害

！ 肢体不自由

! 病弱•身体虚弱
し 言語障害

自閉症 0.46%
情緒障害, （約5万人

学習障害（LD）

注意欠陥多動性障害（ADHD）

LD•ADHD.高機能自閉症等・

6.3%程度の在籍率 ※彳

（約6 8万人）

A
2.17%

（約2 3万4千人）

探 *1 L D （Learning Disabilities）:学習!・書 a

ADHD （Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder）:注意欠陥多動性!・害 ""

探2この数値は、平成14年に文部科学省が行った鋼査において、学級担任を含む複数の教員により判斷された回答に基づくものであり、医師の證断によるものでない。

（※ヨを除く数値は平成2〇年5月1日現在）



発達障害等困難のある生徒の中学校卒業後における進路に関する分析結果 

概要（平成21年3月時点）

【調査対象】

平成14年度の文部科学省全国調査※に準じた方法で、実態調査を実施した中学校における 

平成2〇年度卒業の生徒の一部について実施（対象生徒数約1万7千人）。

※「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する全国実態調査」

【実施方法】

平成14年度の文部科学省全国調査に準じた方法で、平成］8年度以降に実態調査を実施した 

中学校の3年生の一部を対象として、各中学校において発達障害等困難のある生徒の卒業後の 

進路を分析■推計※

※学級担任を含む複数の教員により判断したものであり、医師の判断による発達障害のある生徒の割合を示したものではない。 

【集計結果】

調査対象の中学校3年生のうち、発達障害等困難のある生徒の割合は約2』%であり、そ 

のうち約75. 7%が高等学校に進学することとしている°

これらの高等学校に進学する発達障害等困難のある生徒の、高等学校進学者全体に対する 

割合は約2. 2%。

一課程別、学科別における高等学校進学者中の発達障害等困難のある生徒の割合一

※い専門教育を主とする学科

探2:普通教育及び専門教育を選択履修を旨として総合的に施す学科

課程別 学科別

全日制 1.8% 普通科 2. 〇%

定時制 14.1% 専門学科※1 2. 6%

通信制 1 5. 7% 総合学科※2 3. 6%

-2-



①特別支援学校の現状（平成"年5加日現在）聲舉裳度薜寰記は盲学校、聾学校及び養護

1 40,000

1 20,000

1 00.000

80.000

60,000

40,000

20,000

〇

特別支援学校〔幼稚部•小学部•中学部•高等部）在籍者の推移

 病弱•身休虚弱

*ー特別支接学校 

在籍者数計

■-視覚降き

—知的暉吉

堆覚暉吉

肢体不自由

視覚障害 聴覚障害 知的障害 肢体不自由 病弱■身体虚弱 計

学校数 83 116 632 295 129 1,030

在籍者数 5,798 8,461 102,084 31,086 18,926 117,035

※注:平成19年度以降の数値は、複数の障害種に対応できる特別支援学校制度へ転換したため、幼児児童生徒の障害種は学級編制に 
より集計し、学校数については、対応している障害種毎に集計した。そのため、重複障害学級在籍者および複数の障害種に対応して 
いる学校についてはそれぞれの障害種に重複してカウントしているため、各障害種の数値の合計は特別支援学校の計とは一致しない。 -3-



②特別支援学級の現状

特別支援学級は、障害の比較的軽い子どものために小•中学校に障害の種別ごとに置か 

れる少人数の学級（8人を上限）であり、知的障害、肢体不自由、病弱•身体虚弱、弱視、難聴、 

言語障害、自閉症■情緒障害の学級がある。

特別支援学級数及び特別支援学級在籍者数の推移



③通級による指導の現状

通級による指導は、小•中学校の通常の学級に在籍している障害の軽い子どもが、ほとんどの授業 

を通常の学級で受けながら、障害の状態等に応じた特別の指導を特別な場(通級指導教室)で受ける 

指導形態である。通級の対象は、言語障害、自閉症、情緒障害、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害 

(ADHD)、弱視、難聴などである。

通級による指導対象児童生徒数の推移

平成6年度

平成15年度

平成16年度

平成17年度

平成18年度

平成19年度

平成20年度

〇 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000

56
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通級による指導を受けている児童生徒数の推移（公立小•中学校合計）

5

11183

・注意欠陥多動性障害 

翩学習障害

□自閉症

□情緒障害

□難聴その他

□言語障害

1858

4184
5033

6836

3520

1611" 
阿効5込

13486

7047
54693912

3197

16638

2158

19217 20461

2320
2458
1520一

21944

2660

23290

3086
1627"

24850

/

1794

26453 27718

1854*

28870

1995

29907

2898 3589

29713 29340 29860

む934

爾毬拓

工?5ぴ

上

55000

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

〇

H6 H7 H8 H9 H1Q H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17_____ H18 H19 H20

※各年度5月1日現在
※「難聴その他」は難聴、弱視、肢体不自由及び病弱•身体虚弱の合計

※「注意欠陥多動性障害」及び「学習障害」は、平成18年度から新たに通級指導の対象として学校教育法施行規則に規定 

（併せて「自閉症」も平成18年度から対象として明示:平成］フ年度以前は主に「情緒障害」の通級指導教室にて対応）

-6-





特別支援学校学習指導要領等の改訂（平成21年3月告示）

1.今回の改訂の 

基本的考え方

幼稚園、小学校、中学校 

及び高等学校の教育課 

程の改善に準じた改善

障害の重度•重複化、多

様化に対応し、一人一人

に応じた指導を一層充実

<_________________ 丿

自立と社会参加を推進す 

るため、職業教育等を充 

実

——
1
7

 —

2
-

主
な
改
善
事
項

障害の重度・重複化、多様化への対応_______________________________________________________

〇 障害の重度・重複化、発達障害を含む多様な障害に応じた指導を充実するため、「自立 

活動」の指導内容として、「他者とのかかわりの基礎に関すること」などを規定

〇重複障害者の指導に当たっては、教師間の協力した指導や外部の専門家を活用するな 

どして、学習効果を高めるようにすることを規定

一人一人に応じた扌旨導の充実 _________________________________________________________

〇 一人一人の実態に応じた指導を充実するため、全ての幼児児童生徒に「個別の指導計 

画」を作成することを義務付け

〇学校、医療、福祉、労働等の関係機関が連携し、一人一人のニーズに応じた支援を行うた 

め、すべての幼児児童生徒に「個別の教育支援計画」を作成することを義務付け

自立と社会参加に向けた職業教育の充実 __________________________________________________

〇特別支援学校（知的障害）における職業教育を充実するため、高等部の専門教科として 

「福祉」を新設

〇地域や産業界と連携し、職業教育や進路指導の充実を図ることを規定 

交流及・び共同学習の推進

〇障害のある子どもと障害のない子どもとの交流及び共同学習を計画的・組織的に行うこと 

を規定

-8-



特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議

——
1

8

——

◊特別支援教育の更なる充実に向けて（審議の中間とりまとめ）

〜早期からの教育支援の在り方について〜

平成21年2月12B

☆基本的な考え方

障害のある子どもに対する多様な支援全体を一貫した「教育支援」 

と捉え、個別の教育支援計画の作成•活用を诵じて、特別支援教育の 

理念の実現を図る。

〇早期からの教育相談・支援の充実

・教育委員会は、特別支援学校のセンター的機能等の十分な活用を図るとともに、体制整備 

や専門性の向上、医療、福祉、保健等関係機関との連携による情報共有化等を通じて、 

早期からの教育相談•支援の更なる充実芬図ることが必要。

・幼稚園での個別の教育支援計画の作成•活用等を推進するため、教育委員会が首長部局等 

と連携しつつ、専門家チームの派遣や教員研修の機会を提供するな尸、幼稚園等に対する 

支援を充実することが必要C

-9-



〇就学指導の在り方

•幼児教育段階から、義務教育への円滑な移行を図るため、市町村教育委員会が幼稚園、 

保育所、医療、福祉、保健等の関係機関と連携して就学移行期における個別の教育支 

援計画を作成するc

•障害のある子どもが就学©■る学校について、個別の教育支援計画の作成・活用を通じ 

て、障害の程度が「就学基準」に該当するかどうかに加えて、必要な教育的ニーズ、 

保護者や専門家の意見、就学先の学校における教育や支援の内容等を総合的に判断し 

て決定する仕組みとする。

・就学する学校の決定は、個別の教育支援計画の作成・活用を通じて保護者との共通 

認識を醸成し、保護者の意見を十分に踏まえることを前提として、制度としては義務 

教育を実施する責任を有する教育委員会が決定することとし、就学後も継続的な就学 

相談•指溥を行うなど適切かつ柔軟できめ細かな対麻を行うことが必要c

〇居住地の小・中学校とのかかわり

-特別支援学校に就学する児童生徒が、居住地の小•中学校との交流を深めるための 

取組（東京都の副籍、埼玉県の支援籍等）について、国においても指針を示すこと 

等により促進。

〇市町村教育委員会等の体制整備

•市町村教育委員会等が適切な教育支援を行うためには、教育委員会に特別支援教育 

の経験豊かな職員を配置したり、退職教員を非常勤職員等として配置したりするな 

どの体制整備を図ること等が必要。
-10-



高等学校WG報告主なポイント
平成21年8月27日特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議高等学校WG

[特別支援!^育の必要性•体制整備状況 ヽ ヤリア教育•就労支援等

必 
要 
性

•中教審答申（H仃）、学校教育法改正

・高校進学者の約2%が支援を要する状況
（全日制に比し定時蛊ヒ通信制では相対的に高い割合）

匕口側の支わ嗽^

潮的屜

•社会生活•就労への適応力向上の 

ための指導•支援充実

（SST・など:モデル事業成果の普及、 

特別支援学校との連携等）

•関係機関との連携・情報提供

（学校•企業の橋渡し人材配置等）

•卒業後の継続的就労支援

[* Social Skill Training ]

支援

7A

•公平性を基本とした 

配慮と保護者への周知

，中咼連携（情報提供• 

J入学決定後の引継ぎ等）

体
制
充
実

体制の充実強化と指導•支援の充実方策
・管理職・教職員や生徒•保護者の理解・認識向

・専門性ある支援員の配置（財政措置の必要性）

・生徒指導等既存の校内組織との連携

•特別支援学校のセンター的機能活用/私立高校への支援

指
導
充
実

・障害特性に疝じた教科指導/多様な評価方法（レポート指導等）

•特別の教育課程編成の検討（学習指導要領による教育課程の弾力

的運用/[甬級指導に類する実践等:生徒の自尊感情への配慮要）
• ICTの活用/先進•優良実践事例の情報集積•発信_____________ /

高校の内容（体制•指導）充実 -11-



就労支援の促進

〇特別支援学校卒業者の状況

就職者:約24%、施設等入所者6割強

〇学校から雇用への流れの強化

,本人や保護者の一般就労への意識改革 

・産業界のニーズに応じた教育の改善 

・学校ヽ企業ヽ労働機関が協力した職場開拓など

-12-



特別支援学校高等部（本科）卒業後の状況

（平成20年3月卒業荀

I分 卒業者 進学者
教育訓練 

機関等
就職者

施設■ 

医療機関
その他

特別支援学校高等部計
人

14, 417
人

534 
(3. 7%) (

人
394

2.7%)

人
3.506 

(24. 3%)

人
9,110 

(63. 2%)

人
873 

(6.1%)

視覚障害 708 148

(2〇・ 9%) (

10
1.4%)

108
(15.3%)

348
(49. 2%)

94
(13.3%)

聴覚障害 422 169 

(4〇. 〇%) (

24

5.7%)

179

(42. 4%)

36 

(8. 5%)

14

(3. 2%)

知的障害 10, 631 102
(1.0%) (

288
2. 7%)

2. 886 
(27.1%)

6,855 
(64. 5%)

500 
(4. 7%)

肢体不自由 2, 223 51 

(2. 3%) (

64

2. 9%)

262

(11.8%)

1,649

(74. 2%)

197 

(8. 9%)

病弱 433 64 
(14. 8%) (

8
1.8%)

71
(16.4%)

222
(51.3%)

68 
(15. 7%)

※四捨五入のため、各区分の比率の計は必ずしも1〇〇%にはならない。

全体の就職率は24%（障害種による差異あり）
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主ども匕人一人のニーズに応じた特別支援教育の推進
ヽ・ .• 平成22年度予算額（案; : 7,973gf万円（前年度予算額8,011®万円）

〜特別支援教育の理念〜

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の 

教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。

特別支援教育推進 

のための実践研究 

の実施・成果普及

II_特別支援教育推進のための体制整備匚］

特別支援教育総合推進事業 予算案:305百万円

特別支援教育就学奨励 

費負担等

予算案:7, 471百万円

特別支援学校と小•中学 

狡との間における交流及

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、就学指導コーディネーターによる就学指導* 

就学相談の充実、外部専門家による巡回指導、各種教員研修、学生支援員の活用などを実施することにより、 

特別支援教育を総合的に推進する。また、高等学校における発達障害のある生徒への支援体制を強化する。

保健

び共同学習の推進

・普及

教育課程の編成等につい

ての実践研究の推進

障害の重度•重複化や多様 

化への対応、職業教育の 

改善、自閉症児への対応 

等

逹別支援学校等丿

特別支援教育推進地域（47都道府県）

..

居住地の小•中学校との 

交流及び共同学習の先 

進実践事例の集積•提 

拱

地域性民への理解•啓発

外部車門象による巡回指導 特別支援連携協議会

.グラリド毛デル極

窖学校における•釜達障 

害のある生徒への支援

【乳幼児期から成人期に至るまでyした支援】

福祉

医療 その他

労動
教育

保健、福祉、医療機関との連携

教員研修（幼小中

保護者C轲

究•普及
相談支援ファイルの活用

民間企業NPO

就学指聲:就学相談の充実

, 市町村教育委員会が中心とな 

■••・り、就学指導コーディネーター

••等を活用した就学指導•就学相..: 
談6充実

特別支援学校及び小•中学 

校の特別支援学級等に就 

学する児童生徒等の保護 

者等の経済的負担を軽減す 

るため、その経済的負担能 

力に応じ、就学に必要な交 

通費・教科用図書購入費・ 

学用品費等を補助..

究機関等

教科用
障害のある児童及び生徒が十分な教育を受けることができるように、多くの 

弱視児童生徒のニーズに対応した標準規格に基づく拡大教科書等の普及促 

進を図る。

民間組織•支援技術を活用した特別支援教育研究事業予算案:40百万円 
小•中•高•特別支援学校において、発達障害等のある児童生徒の障害特性、 

発達段階、教科の特性などに応じた教科用特定図書等や教材、その支援技術 
ゝに関する研究等を支援する。
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特別支援教育総合推進事業
平成22年度予算額（案）：304,979千円（前年度予算額:664,374千円）

※「発達障害等支療特別支援教育総合推進事業」「高牽学校における発達障害支援モデル事業」「特別支援教育研究協力校」「自閉症に対応;した教育課程の在り方に関する調査研究事業」 

「新学習指導要領に対応した交流及び共同学習実践支援事業（新規）」を整理・統合

〜特別支援教育の理念〜

障害のある幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主休的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児童生徒一人一人の 

教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行う。

特別支援教育推進のための実践 
研究の実施•成果普及

特別支援教育推進のための体制整備

発達障害を含む全ての障害のある幼児児童生徒の支援のため、就学指導コーディネーター 

による就学指導 •就学相談の充実、 外部専門家による巡回指導、 各種教員研修、 学生支援 

員の活用などを実施することにより、特別支援教育を総合的に推進する。また、高等学校に 

おける発達障害のある生徒への支援体制を強化する.

特別支援教育推進地域（47都道府県）

特別支援学校等

外部専F 可指導特別支援連携協議会

センター的機能等

的 居住地の小•中学校との交流.** 
薜幫学習の先進実践邨っ

教育課程の編成等についての 

実践研究の推進

障害のJI度•重複化や多様化への対 
応、職業教育の改善、自閉症児への 

対応等

福祉

特別支援学校と小•申学校と 

の間における交流及び共伺 

学習の推進

研究•成果の普及
ヽ 

特別支援学校等においてヽ新学習指導要領を踏まえ、 

自立と社会参加に向けた指導の充実・改善を図るため 

の実践研究•成果普及等を総合的に実施する＜

ノ

地域住民への理解・啓発..ダぢンド・デル地壤..
【乳摯克诙から成人期に至るまで一貫じれ克援】

医療 その他

保健 労働
教育

保健、福祉、医療機関との連携

相談支援ファイルの.活用

就学指導・就学相談の充実 

市町村教育委員会が中心とな 

り、就学指導コーディネーター 
等を活用した就学指導•就学相•••■ 

—談の充実 -------

教員研修（幼小中高）

高等学校における発蓬障害 

のある生徒への支援 \
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Wはじめてのおへ

Q教職員の方へ

w保IS者•一般のおへ

Q教育行政関係者の方へ

Q海外からご覧の力へ

発達障害とは?

2009年7•月7日【施策法令】
丈咅E科学省の支援事業「平成19 • 2口年度事策報吉」 

2009年了月6日【イベント•研究会情報】
板橋区特別支援教育研修会〔講演会）

2009年6月30 B【教材・機器】
教ネオ•機器4点追机

2009年6月23B【イペント•研究主情轅】
発達障害という視点わゝらわ たし・の 出会った 少年たも

2009年も月8日【イベント*研究会情報】
平应21年度第1回発達障害者京尤業支援  セミナー

文字のサイズ

,小さく ・標準”大きく」

標準色の銮更

,標準1,表示色1赴表示色2」

音声で読み上げたい力へ 
ひらがなで読みたし、方へ 
色が見にくい芳へ

トピックス

研修講義は

こちらから

支援や 指導方法について知りたい
発達障害のあ冷子どもの気づき、理解、対応;co仕方等に一ユ.VC 
〇基本的な情報を提供します”

イベント-研究会情報 
ガイドブック等

0教材教具データベース
（文部科学省妻瑪事業:全国S貌の会

作成〕 -16-





文部科学省特別支援教育の推進に関する調査研究
協力者会議（第21回資料（平成22年2月24日））

特別支援教育の推進に関する調査研究協力者会議
審議経過報告（概要）一案一 

〇特別支援教育の更なる充実を図るための検討の方向性及び課題について、以下のとおり整理

厂1.特別支援学校 ヽ

①改正学校教育法（H19年度〜）への対応 
•複数障害への対応を含めた適正配置、計画的整備 

•センター的機能の取組推進、理解啓発、関係機関 

とのネットワークづくりV 丿

②交流及び共同学習（副籍,支援籍等を含む）

•居住地校交流に係る理解啓発

•直接交流に係る教育課程上の位置づけ、

評価;安全確保 冷めc

［③職業教育•就労支援

•職域の拡大•就労に向けた教育課程の見直しや支援方法の開発推進 ・uK
•多様な就業体験の充実（小•中学部段階からの職場体験活動の機会拡大など）

L 2.早期からの教育支援、就学相談•指導

〇平成21年2月の中間とりまとめ「特別支援教育の更なる充実に向けてIにおいて、①早期からの教育相談• 

支援の充実、②就学指導の在り方、③継続的な就学相談•指導の実施、④居住地の小•中学校とのかかわり、 

⑤市町村教育委員会等の体制整備、⑥障害者権利条約、について提言•報告

〇特に、就学相談•指導の在り方については、今後、障害者権利条約批准のための政府全体の障害者制度 

改革の検討状況も踏まえつつ、更なる検討が必要

r 3.小•中学校における特別支援教育

①校内体制の整備

・支援の「質Iの一層の充実（校長の理解促進と適切 

なリーダーシップ、全校的体制の構築など）

・特別支援教育に係る教員配置（すべての学級に 

発達障害の児童生徒が在籍する可能性）

②特别支援教育コーディネーター

•研修等を通じた人材養成の推進

•複数配置による専門性の相互補完,組織的対応 

•スペシャリスト配置による地域全体の推進強化 

•校務専念のための環境整備

Z ヽ

③個別の指導計画、個別の教育支援計画

•必要な者に対する個別の指導計画等の作成• 

活用（実態把握、専門性やノウハウに関する小•中 

学校への支援、センター的機能活用、PDCAサイクル

f----------------------------------------------------------------------------------------------------

④特別支援教育支援員

・すべての学級に発達障害等の児童生徒が在籍 

する可能性を踏まえた配置促進、地域格差是正 

•人材確保や研修の在り方、教員との役割や責任 

分担、学生支援員の活用促進、NP〇との C 

連携及び役割分担

ゝ ”っ

の確立など）

•個別の教育支援計画と類似の計画との関係整理

（生涯にわたる一貫した支援の観点）豪・
V 护..: ノ____

⑤特別支援学眦、通級指導

⑥特別支援教室構想 、

•児童生徒が籍を置かない「教室1への教員配置

•担当教員の専門性向上、児童生徒の実態に応じた システムの在り方

教育課程編成

•知的障害のある児童生徒、境界域の児童生徒への 

対応

•他校通級が多い実態への対応、巡回指導の促進

•必要な指導時数、在籍学級と特別支援教室との 

指導や責任の分担、教育課程の編成•実施•評価 

等の在り方

•特別支援教室担当教員と在籍する通常学級担当 

教員双方の専門性確保の在り方



HE高等学校における特別支援教育

〇平成21年8月の高等学校WG報告「高等学校における特別支援教育の推進についてIにおいて、

①高等学校における特別支援教育の必要性、②高等学校における特別支援教育体制の充実強化、

③発達障害のある生徒への指導•支援の充実、④高等学校入試における配慮や支援等、

⑤キャリア教育、就労支援等、について提言

〇今後、先進的な取組事例の蓄積、成果を踏まえつつ、上記提言に沿って、高等学校における特別支援教育 

の推進、充実に積極的に取り組むことが必要

zE特別支援教育担当教員等の専門性

〇特別支援学校、特別支援学級、通級指導担当教員、特別支援教育コーディネーター、通常学級担当教員 

それぞれが必要とする特別支援教育に関する知識及び理解

〇特別支援学校教諭免許状の在り方について、教員資質向上方策の見直しの動向を踏まえ要検討

〇採用、配置（人事異動）、研修等を通じた専門性の確保

/• \

①特別支援学校教員の専門性

•免許状の各教育領域に共通する専門性や教育 

領域ごとの専門性確保

•免許状保有率の向上、他領域の免許状取得の 

計画的促進

•教育職員免許法附則16項「当分の間」の扱い 

・弾力的な人事上の配慮（同一校の在職年数延長、 

特別支援学校間の適切な異動など）

②小・中学校の担当教員等 （沁の専門性
※特別支援学級担任、通級指導担当教員、 

特別支援教育コ—ディネ—夕

•各障害種の専門性を担保できる仕組み

•特別支援教育の経験が少ない若手教員への 

支援の仕組み

•個別の指導計画等の作成・活用のため、専門性 

のある者が支援する体制の確立

•特別支援学級担当教員等の特別支援学校教諭 

免許状取得促進のための環境醸成

•弾力的な人事上の配慮（同一校の在職年数延長、 

特別支援学校との適切な人事交流など）

③小・中学校通常学級担当教員の専門性

•特別支援教育に関する基礎的知識（障害特性、障害に配慮した指導、個別の指導計画の作成•活用など） 

-特別支援教育のみならず、学級経営力、授業力、人間形成力など教員としての基本的資質の総合力 

・各教科等への特別支援教育の視点を加えた授業力

・具体的かつ実践的な研修（教員と専門医等の連携によるケーススタディなど）

6.学校外の人材や関係機関、民間団体等との連携協力

①学校外の人材の活用と関係機関との  

連携協力

・各学校と地域における医療、保健、福祉、労働等 

との効果的かつ効率的な連携•協力

•外部専門家（PT,OT,STW）の活用など教員を

支えるシステムづくり

・学校単位での専門性担保、地域単位での支援 

体制の整憧

②親の会 、NPOや学校ボランティア等との 
連携協力

•新しい公共の視点を踏まえつつ、各地域における 

親の会、NP〇、学校支援ボランティア等の活用推進 

•NPO等の育成•支援の在り方、

•関係機関、親の会、NP〇等との連携及び有機的な 
ネットワークの構築



＜厚生労働省職業安定局〉



障害者雇用の状況（障害者の雇用数）輕
く障害者の数（千人）＞ ・く実雇用率（％）〉

（注）雇用義務のある56人以上規模の企菓の集計

「障害者の数」は以下の者の合計。 i
・身体障害者、知的障害者、重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時聞労働者は］人カウント i
・重度身休障害者.重度知的障害者は2人カウント 1
•重度身体障害者である短時間労働者、重度知的障害者である短時間労働者は1人カウント

・精神障害者である短時間労働者は〇. 5人

民間企業における障害者雇用状況（企業規模別）

後）企業規模別実雇用率 5劈企業規模別達成企業割合
2-° 知的障害者の雇用義務化。
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障害者の就職件数の推移

16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度

・年間 ・ 上半期（4月〜9月） ■*■第3四半期（4月〜12月）

〇ハローワークにおける障害者の就職件数は、ここ数年、前年度比40%程度の伸びを続けてきたところであるが、 

一般の雇用情勢の影響等により、19年度後半からその伸びが鈍化し、20年度以降滅少傾向に転じている。

障害者の職業紹介状況（障害種類別）
（単位:人）.

新規求職申込件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他

15年度 88,272 ( 2.6) 62,450 (A0.7) 17,602 ( 6.6) 7,799 ( 24.0) 421(36.7)

16年度 93,182 ( 5.6) 63,305 (1.4) 18,953 ( 7.7) 10,467 ( 34.2) 457 ( &6)

17年度 97,626 ( 4.8) 62,458 (A1.3) 20,316 ( 7.2) 14,095 ( 34.7) 757 ( 65.6)

18年度 103,637 ( 6.2) 62,217 (A0.4) 21,607 ( 6.4) 18,918 ( 34.2) 895 (1&2)

19年度 107,906 ( 4.1) 61,445 (A1.2) 22,273 ( 3.1) 22,804 ( 20.5) 1,384 ( 54.6)

20年度 119,765 (11.0) 65,207 ( 6.1) 24,381(9.5) 28,483 ( 24.9) 1,694 ( 22.4)

探（）内は前年度比（差）
新規求職申込件数及び就職件数は年度（期間）内の累計

就職件数

障害者計 身体障害者 知的障害者 精神障害者 その他

15年度 32,885 (16.0) 22,011(15.2) &249 (13.5) 2,493 ( 31.9) 132 ( 45.1)

16年度 35,871(9.1) 22,992 ( 4.5) 9,102 (10.3) 3,592 (44.1) 185 ( 40.2)

17年度 3&882 ( 8.4) 23,834 ( 37) 10,154 (11.6) 4,665 ( 29.9) 229 ( 23.8)

18年度 43,987 (13.1) 25,490 ( 6.9) 11,441 (12.7) 6,739 ( 44.5) 317 ( 38.4)

19年度 45,565 ( 3.6) 24,535 (A3.刀 12,186 ( 6.5) 8,479 ( 25.8) 365 (15.1)

20年度 44,463 (A2.4) 22,623 (A7.8) 11,889 (A2.4) 9,456 (11.5) 495 ( 35.6)

一 3〇 —
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（人） 障害者の解雇数の推移

4月~9月 10月 叩月 12月 1月 2月 3月 合計 4~11月累計

20年度 787 125 234 265 370 452 541 2,774 1,146

24年度 1,391 166 132 1』89

前年同期比（％） 76.7 32.8 A43.6 47.4

障害者雇用促進法の概要

【目的】障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、職業リハビリテーションの措置等を通じて、障害 

者の職第の安定を図ること。 .. 
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障害者本人に対する措置

地域の就労支援関係機関において障害者の職業生活における自立を支援く福祉施策との有機的な連携を図りつつ推進〉
〇ハローワーク（全国549か所） •

障害者の態様に応じた職業紹介、職業指導、求人開拓等

〇地域障害者職篥センター（全国47か所）
専門的な職業リハビリテーションサービスの実施（職業評価、準備訓練、ジョブコーチ等）

〇障害者就業•生活支援センター（全国246か所） 6

就業・生活両面にわたる相談・支援

— 31 —



ハローワークを中心とした「チーム支援」
〜「地域障害者就労支援事業」のスキームの全国展開 〜

黑^-福祉施薛

〇 授産・更正施設、出規模作業所 

〇医療保健福祉機関

〇轻別支援学校

〇 精神障害者社会適応訓練

事業の協力事業所等

就職を希望してい 
る福祉施設利用者

「福祉施設等での訓練と事藥: 

詹盜蠶鬣铲

障害者就業•生活支援センター

» ■ : ----------------------------------------------------:---------X

就職を希望されている障害のある方、あるいは在職中の障害のある方が抱える課 
題に応じて、雇用及び福祉の関係機関との連携の下、就業支援担当者と生活支援 

担当者が協力して、就業面及び生活面の一休的な支援を実施します。

雇用と福祉のネットワーク

ハローワーク］

・一く障害のある方 ノ—

す活支援

就労移行支援 

事業者等

地域障害者
職業センターこ十＞

!荻

保健所

事業主

〇関係權関と 

の連絡調整

专Stt-ビスの 

・販整_A

対象者の送 

り出し
〇就樂に関す 

る相談支援專門 

の依・ F

〇関係機慎 

の連絡調整

〇障害特性を踏 

祓えた雇用管理 

に関する助言
特別支援学校）

〇日常生活• 

地域生活に関 

する助言

技術

自立・•安定した職業生活の実現

fl址サービスの（
・用調整ヤ福祉事務所

医療機関

業務の内容

就業及びそれに伴う日常生活上の支援を 
必要とする障害のある方に対し、センター 
窓口での相談や牆塲・家庭訪問等を実施し 
ます。

く就業面での支援〉

〇就業に関する相談支援

-就職に向けた準備支援（職業準備訓練\ 

職場実習のあっせん）

•就職活動の支援

-職場定着に向けた支援

〇障害のある方それぞれの障害特性を踏 

まえた雇用管理についての事業所に対す 

る助言

〇関係機関との連絡調整

く生活面での支援〉

〇 日常生活・地域生活に関する助言

-生活習慣の形成、健康管理、金錢管理 

等の日常生活の自己管理に関する助言

・住居、年金、余暇活動など地域生活、 

生活設計に関する助言

〇関係機関との連絡調整

設置箇所数

2〇年度206センター 8
21年度265センター
（探 22年1月現在 247センター）

一32 —
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精神障害音雇用安定奨励金（仮称）の概要
„ 一（平成22年度新規事業）

1趣旨

精神障害者の雇用を促進するとともに職場定着を図るため、新規雇用した精神障害者や 

在職中の精神障害者が働きやすい職場づくりを行った事業主に対し、奨励金を支給する。

2奨励金の内容

対象 支給額 対象事業主

※支給対象事業主等の支給要件については、現在検討中であり、今後変更がありうる。

1
精神障害者Iこ対するカウンセリング等を行う精神 

保健福祉士等を新たに雇用又は委嘱した場合

新規雇用1人当たり 年180万円
委嘱1人当たり 1回1万円

精神障害者を新規 

雇用する事業主

2

社内の専門人材を育成するため、従業員に精神保 

健福祉士又は臨床心理士の資格を取得する講習を 

受講させた場合

受講に要した費用の2/3 '
（上限50万円）

3

社内で精神障害に関する講習を実施した場合又は 

従業員に外部機関が実施する精神障害者雇用仁資 

する講習を受講させた場合

講習に要した費用の1/2
（上限5万円）

精神障害者を新規 

雇用又はうつ病等 

休職者を復帰させ 

る事業主
4

在職精神障害者を他の精神障害者に対する相談等 

を行う担当者として配置した場合

配置しだ在職精神障害者1人当た 

り25万円 ・

障害特性に応じたきめ細やかな支援施策

箱神障害者 発達障害者 、 難病がある人

①精神障害者の特性に応じた支援策  

の充実•強化

段階的に就業時間を延長しながら常用 

雇用を目指す「精神障害者ステップア\" 

プ雇用奨励金」の活用や、ハローワーク 

における「精神障害者就職サポーター」 

の配置、「医療機関等との連携による精 

神障害者ジョブガイダンス事業」の実施 

等により、精神障害者の特性に応じた支 

援を実施。

②精神障害者に対する総合的雇用支  
援

地域障害者職業センターに専任の精神 

障害者担当カウンセラーを配置して支援 

体制を強化し、主治医等との連携の下、 

新規雇入れ、職場復帰、雇用継続に係る 

総合的な支援を実施。

③精神障害者雇用促進モデル事業

精神障害者雇用の意欲はあるもののそ 

のノウハウが十分でない企業において、 

精神障害者の特性に応じた職域開拓や支 

援体制の整備等に取り組むことにより、 

精神障害者の雇用及び職場定着のノウハ 

ゥを構築するためのモデル事業を実施。

①若年コミュニケーション能力要支援 

者就職プログラム

ハローワークにおいて、発達障害等の 

要因により、コミュニケーション能力に 

困難を抱えている求職者について、その 

希望や特性に応じた専門支援機関に誘導 

するとともに、障害者向けの専門支援を 

希望しない者については、専門的な相談、 

支援を実施。

②発達障害者の就労支援者育成事業

発達障害者の雇用促進を図るため、発 

達障害者支援センターにおいて、発達障 

害者支援関係者に対し、就労支援ノウハ 

ゥを付与するための講習等を実施。

③発達障害者雇用開発助成金  
（発達障害者の雇用促進モデル事業） 
地域障害者職業センターにおいて支援 

を受けた発達障害者をハローワークの職 

業紹介により常用労働者として雇い入れ、 

雇用管理に関する事項を把握・報告する 

I事業主に対する助成を試行的に実施。_| 

\________ 丿

①難治性疾患患者雇用開発助成金
（難病のある人の雇用促進モデル事業）
難病のある人をハローワークの職業紹 

介により常用労働者として雇い入れ、雇 

用管理に関する事項を把握・報告する事 

業主に対する助成を試行的に実施。

②難病者の雇用管理に関する情報提  

供の実施
「難病の雇用管理のための調査・研究 

事業」（平成16〜18年度）の研究成果を踏 

まえ、疾患別の雇用管理ガイドライン等 

に関するサイトを作成し、就職活動や就 

業上の配慮についての情報提供を実施。

③難病患者就労支援モデル事業

障害者の就労支援策を参考に、都道府 

県や難病相談・支援センターが中心と 

なって難病患者への就労支援事業を実 

施・評価し、国はその実施状況を把握し 

た上で各都道府県に還元し、各都道府県 

独自の取組を促進。

（担当:健康局疾病対策課）

共通して利用できる支援施策

① ハローワークにおける職業相談•職業紹介

③ 職場適応援助者（ジ'ヨブコーチ）支援事業
② 障害者試行雇用（トライアル雇用）事業

④ 障害者就業•生活支援センター事業

\____________________________ 7
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資料2

障害者に対する就労支援の推進

〜平成2 2年度障害者雇用施策関係予算案のポイント〜

平成21年12月

0
厚 生 労 働 省 

職業安定局障害者雇用対策課 

職業能力開発局能力開発課
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施策の概要

障害者雇用に関する状況をみると、平成20年度におけるハローワークの新規求職申込件 

数が過去最高となるなど、障害者の就労意欲の一層の高まりがみられる。

現在、障害者自立支援法の下、障害者がその能力や適性に応じて自立した日常生活や社 

会生活を営むことができるよう支援が進められるとともに、特別支援教育により、障害の 

ある生徒等の自立や社会参加に向けた主体的な取組への支援も実施されており、福祉、教 

育の分野におけるこうした動向を踏まえ、障害者の希望や能力に応じて雇用の場を提供し 

ていく必要性が高まっている。

こうした中、政府としては、「経済財政改革の基本方針2008」(平成20年6月27日閣議 

決定)において「『新雇用戦略』の推進」の一環として、「『福祉から雇用へ』推進5か年, 

計画」(平成19年12月26日策定)に基づき、その就労による自立を図るとともに、平成 

20年12月19日に成立した中小企業における障害者雇用の促進等を内容とした改正障害者 

雇用促進法の施行により、障害者雇用に係る取組の充実を図ることとしている。

また、今般の景気後退を背景として障害者を取り巻く雇用情勢が悪化していることから、 

改正法の円滑な施行を図りつつ、安定的な障害者雇用の場を確保することや、障害特性に 

応じたきめ細かな就労支援を行うことが求められている。

平成22年度においては、上記の状況を踏まえつつ、

① 雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支援力の強化

② 障害の特性に応じた支援策の充実•強化

③ 障害者雇用納付金制度の対象拡大等に対応した障害者雇用の一層の支援

④ 障害者に対する職業能力開発支援の推進

を主要な柱に掲げ、障害者に対する就労支援の充実を図ることとする。

平成22年度予定額 21,239( 20,396)百万円
※括弧書きは前年度予算額

I雇用、福祉、教育等の連携による地域の就労支援力の強化

!ハローワークを中心とした地域の関係機関との連携による「チーム支援」の推進

［予定額 622( 620)百万円］

ハローワークが中心となって、地域の福祉施設、特別支援学校等の関係機関と連携し 

た「障害者就労支援チーム」を編成し、就職から職場定着まで一貫した支援を行う「チ 

ーム支援」を推進するとともに、「就職ガイダンス」等の実施により、ハローワークの 

マッチング機能の向上を図る。

-1-
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2 雇用と福祉の連携による地域に密着した就労支援の実施

［予定額 3,820 ( 3,392)百万円］

障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な相談.支援を行う「障 

害者就業•生活支援センター」について、全障害保健福祉圏域への設置に向け、設置箇 

所数の拡充等を図る。

(設置箇所数 2 4 ?センター — 2 8 2センター)

3障害者試行雇用事業の推進

［予定額 994(1,072)百万円］

事業主に障害者雇用のきっかけを提供するとともに、障害者に実践的な能力を取得さ 

せて常用雇用へ移行するため、短期間の試行雇用(トライアル雇用)を実施する。

(対象者数 9 , 0 0 0人)

n障害特性に応じた支援策の充実・強化

1精神障害者の総合的な雇用支援の実施

［予定額 1,338 (1,150)百万円］

(1) 精神障害者就職サポーターの配置 ［予定額 353 ( 269)百万円］

ハローワークにおける精神障害者のカウンセリング機能の充実•強化を図るため、

カウンセリングスキルの高い専門的資格を有する者等を「精神障害者就職サポーター」 

として配置する。

(2) 医療機関等との連携による精神障害者の就労支援の推進

［予定額 36 ( 41)百万円］

医療機関等を利用している精神障害者を対象に、就職活動のノウハウ等を付与する 

ジョブガイダンスを実施し、医療から雇用への移行を促進する。

(3) 精神障害者の雇用促進のためのモデル事業の実施

［予定額 120(190)百万円］

精神障害者雇用の意欲はあるもののそのノウハウが十分でない企業において、精神 

障害者の雇用を促進するため、精神障害者の障害特性に応じた職域開拓や支援体制の 

整備等に取り組むことにより、精神障害者の雇用及び職場定着のノウハウを構築する 

ためのモデル事業を実施する。

-2 -
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(4)精神障害者ステップアップ雇用奨励金の活用促進

［予定額 212 ( 203)百万円］

精神障害者の障害特性を踏まえ、一定程度の期間をかけて段階的に就業時間を延長 

しながら常用雇用を目指す「精神障害者ステップアップ雇用奨励金」の活用を促進す 

る。

(5)精神障害者雇用安定奨励金(仮称)の創設(新規)

［予定額 176 ( 〇)百万円］

精神障害者の雇用の促進•安定を図るため、カウンセリング体制の整備等、精神障 

害者が働きやすい職場づくりに努めた企業に対する奨励金を創設し、精神障害者のー 

層の雇用促進、更には職場定着を図る。

(6)うつ病等精神障害者の職場復帰のための総合支援事業(個別実践型リワークプロ 

グラム)の実施

［予定額 441(446)百万円］

精神障害者の職場復帰ニーズに対応するため、地域障害者職業センターにおいて、 

うつ病等休職者の職場復帰支援を実施する。

2 発達障害者の特性に応じた支援策の充実•強化

［予定額 406(191)百万円］

(1) 若年コミュニケーション能力要支援者就職プログラムの推進

［予定額 230 (118)百万円］

ハローワークにおいて、発達障害等の要因によりコミュニケーション能力に困難を 

抱えている求職者について、ニーズや特性に応じた専門支援機関に誘導する等、きめ 

細かな就職支援を実施する。

(2) 発達障害者の就労支援者育成事業の推進

［予定額 19 (10)百万円］

発達障害者支援センターにおいて、医療、保健、福祉、教育等関係機関の発達障害 

者支援関係者に対する就労支援ノウハウの付与のための講習等を実施するとともに、 

発達障害者と支援者による体験交流会を開催する。また、事業主に対しては、発達障 

害者を知り、雇用のきっかけ作りを行うための体験型啓発周知事業を創設する。

(3) 発達障害者の雇用促進のためのモデル事業

［予定額 156 ( 64)百万円］

発達障害者を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うことに 

より、発達障害者の就労を支援するとともに、その雇用管理上の課題等の把握を行う。

-3 -
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3難病のある人の雇用促進のためのモデル事業

［予定額 125 ( 51)百万円］

難病のある人を雇用し、適切な雇用管理等を行った事業主に対する助成を行うことに 

より、難病のある人の就労を支援するとともに、その雇用管理上の課題等の把握を行う。

4 チャレンジ雇用の推進

［予定額 258 ( 〇)百万円］

知的障害者等を都道府県労働局やハローワークにおいて非常勤職員として雇用し、1

〜3年の業務経験を踏まえた一般企業等への就職の実現を推進する。 (17 0名)

m障害者雇用納付金制度の対象拡大等に対応した障害者雇用の一層の支援

1 障害者初回雇用(ファースト・ステップ)奨励金

［予定額 700( 750)百万円］

改正障害者雇用促進法の施行を踏まえ、更に障害者雇用の取組を推進すべき中小企業 

のうち、これまで障害者雇用の経験のない中小企業に対して、初めて障害者を雇用した 

場合に奨励金(100万円)を支給し、雇用の促進を図る。

2事業協同組合等雇用促進事業助成金

［予定額 !5(15)百万円］

新たに設けられた事業協同組合等算定特例を活用した中小企業における障害者雇用 

の取組を促進するため、単独では障害者を雇用するだけの十分な仕事量を確保するこ 

とが困難な複数が、事業協同組合等を活用して共同で障害者雇用を図る場合に、その 

取組に要した経費に対する助成を行う。

3特例子会社等設立促進助成金

［予定額 825(450)百万円］

現下の厳しい雇用情勢の下、新たな特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立 

し、多数の障害者を雇用する場合には、助成金(10人以上雇用で3年間4,000万円等)を 

支給することにより、地域における安定的な障害者雇用の拡大を図る。

-4 -
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N障害者に対する職業能力開発支援の推進

1 民間を活用した機動的かつ実践的な職業訓練の推進

［予定額 !,824 (1,912)百万円］

企業、社会福祉法人等の多様な委託先を活用し、様々な障害の態様やニーズを踏ま 

えた職業訓練を実施するとともに、特別支援学校と連携したより早い段階からの職業 

能力開発機会を提供し、一般就労に向けた切れ目のない支援を実施する。

また、在職障害者を対象として、職場定着や職種転換に伴い必要となる職業訓練を 

実施する。 (対象者数 9, 5 5 0人)

2 地域における職業能力開発推進基盤の強化

［予定額 191(216)百万円］

教育•福祉の実施主体である都道府県並びに政令指定都市の資源を有効活用するこ 

ととし、職業訓練をより効果的・効率的に推進するための事業を実施する。

(実施箇所数15自治体)

3 一般校を含めた公共職業能力開発施設における障害者職業訓練の推進

［予定額 3, 846 ( 4,048)百万円］

障害者職業能力開発校において、「職業訓練上特別な支援を要する障害者」に重点を 

置いた支援を実施するとともに、一般の職業能力開発校において知的障害者を対象と 

した訓練を推進し、身近な地域において職業訓練機会を提供する。

4発達障害者に対する職業訓練の推進

［予定額 !27 (179し百万円］

一般の職業能力開発校における発達障害者を対象とした職業訓練を推進する。

(実施箇所数9か所)

-4〇-
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f事業主のみなさまへH 〔賈料3

障害者雇用促進法力,
改正されました

障害喜旗荊の促進等に関する法律の一部を改正奏る法律 

（平成20年法律第96号）が成立し、平成21年4月がち 

段階的に施行されます。

—C PoiQt >-------------------------------- -
☆ 瞳害者雇甲納付金制彦の対晏車業キが拡大户ね壬す.

・常用雇用労働者201人以上の事業主平成22年7月〜

・常用雇用労働者101人以上の事業主 平成27年4月〜

☆ 短蒔間労働（凋所定労働時問20蒔問以ト30蒔間未 

満）が障害者雇用率制底の対象となりますC

（平成22年7月〜） 
常用雇用労働者の総数ゆ実雇用障害者数の計算の際に、短 

時間労働者を0.5カウントとしてカウントすることとなります。

☆ 厂のほか、瞳害者雇甲率の篡定の特例芬創訝I ノます.

（平成21年4月〜） 
•企業グループ算定特例

・事業協同組合等算定特例

め厚生労働省

者8道府県労働局 
公共職業安定所（ハロ ワーク）
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1障害者雇用納付金制度の対象事業主の拡大-------

(1)障害者雇用納付金制度とは

障害者雇用納付金制度は、事業主間の経済的負担を調整する観点か 

ら、雇用障害者数が法定雇用率(1.8%)に満たない事業主から、その 

雇用する障害者が1人不足するごとに1月当たり5万円を徴収し、そ 

れを原資として、法定雇用率を超えて障害者を雇用する事業主に対し、 

障害者雇用調整金(超過1人につき1月当たり2万7干円)や助成金 

を支給する仕組みです。

この障害者雇用納付金の徴収は、昭和52年以降、経過措置として、 

常用雇用労働者を301人以上雇用する事業主のみを対象としてきまし 

だ。

(2)障害者雇用納付金制度の対象事業主を拡大する目的

しかし、近年、障害者の雇用が着実に進展する中で、中小企業にお 

ける障害者雇用状況の改善が遅れており、障害者の身近な雇用の場で 

ある中小企業における障害者雇用の促進を図る必要があります。

(3)今回の法改正による改正点

こうした観点を踏まえ、

平成22年7月から、常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主 

平成27年4月から、—常用雇用労働者が4 01人以上200人以下の事業主 

に、障害者雇用納付金制度の対象が拡大されます。

Point
☆制度の適用から5年間は、納付金の減額持例が適用されます。

常用雇用労働者が201人以上300人以下の事業主

平成22年7月から平成27年6月まで 5万円4万円

常用雇用労働者が101人以上200人以下の事業主

平成27年4月から平成32年3月まで 5万円 一 4万円

※ 障害者雇用調整金は、変わらず2万7千円となります。

☆中小企業における障害者の雇用を促進するため、様々な助成金 

があります。お近くの公共職業安定所(ハロ一ワーク)に、お気 

軽にご相談ください。
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2障害者の短時間労働への対麻------------------- -

(1)障害者雇用率制度にあける短時間わ働の取扱い

現在の障害者雇用率制度においては、原則として、週所定労働時間 

が30時間以上の労働者を実雇用率や法定雇用障害者数の算定の基礎 

としています。

このため、週所定労働時間が20時間以上30時間未満の重度障害者 

ゆ精神障害者を除き、重度でない身体障害者や知的障害者である短時 

間労働者については、実雇用障害者数や実雇用率にカウントすること 

はできませんでした。・

(2)短時間労働に対する対麻の必要性

一方で、短時間労働については、

• 障害者によっては、障害の特性や程度、加齢に伴う体力の低下等 

により、長時間労働が難しい場合があるほか、

•障害者が福祉的就労から一般雇用へ移行していくための段階的な 

就労形態として有効である

などの理由から、障害者に一定のニーズがあります。

(3)今回の法改正による改正点①

こうしたニーズへの対疝として、平成22年7月から、障害者雇用率 

制度における実雇用障害者数や実雇用率のカウントの際に、身体障害 

者又は知的障害者である短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30 

時間未満)をカウントすることとなります。このとき、そのカウント 

数は0.5カウントとなります。

< Point
☆障害者である短時間労働者のカウントの方法は次のとおりです。

週所定労働時間 30時間以上 20時間以上30時間未満

身体障害者 〇 △

重度 ◎ 〇

知的障害者 〇 △

重度 ◎ 〇

精神障害者 〇 △

今回の法改正に 

よる改正点

1カウント 

2カウント 
0.5カウント

ツ



（4）今回の法改正による改正点②

（3）の改正とあわせ、平成22年7月から、障害者雇用率制度において、 

実雇用率や法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）の算定の基礎と 

なる常用雇用労働者の総数に、短時間労働者（週所定労働時間20時間 

以上30時間未満）をカウントすることとなります。その際、短時間労 

働者は0.5カウントとして計算し、これを基に、実雇用率や法定雇用 

障害者数を計算します。

☆ 実雇用率等の計算式は次のようになります。

障害者である労働者※の数

1+障害者である短時間労働者の数X0.5⑷

実雇用率二  -----------------------------------------------  I
労働者※の数「ミ短時間労働者の数X0.5“^ 

法定雇用障害者数（障害者の雇用義務数）※※

-（労働者※の数1+ 短時間労働者の数X0.5| ） X1.8%

今回の 

法改正 

による 

改正点

【計算例】

次のような事業主である場合、平成22年7月からは、

•労働者※1,500人
•短時間労働者500人
•身体障害者又は知的障害者である労働者※1〇人
•身体障害者又は知的障害者である短時間労働者8人
•重度身体障害者又は重度知的障害者である労働者※6人
•重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者4人
•精神障害者である労働者※3人

•精神障害者である短時間労働者2人

10+8X0.5+6X2 + 4 + 3 + 2X0.5
実雇用率二-------------------------------------------------二4.94 （%）

1,500 + 500X0.5

法定雇用障害者数二（1,500 + 500X0.5）X 0.018 = 31（人）※※

〇 このモデルケースでは、平成22年6月までは、実雇用率は2%、法定雇用 

障害者数は27人となります。

※ 「労働者」からは短時間労働者を除いています。

探※小数点以下は切捨てとなります。



＞留意事項・
ヽ

今回の障害者雇用率制度における短時間労働への対疝は、 

短時間労働に対する障害者のニーズを踏まえ、障害者雇用の 

促進のために行うものです。

障害者である短時間労働者の処遇については、下記のとお 

り法令に規定されているところであり、社会保険料を免れる 

目的など、事業王の一方的な都合により障害者を短時間労働 

に代替してはなりません。障害者の希望と能力に応じた適切 

な処遇の確保のため、適切に対応してください。

:〇障害者の雇用の促進等に関する法律（昭和35年法律第彳23号）（抄）: 

: 第80条 事業主は、その雇用すゐ障害者である短時間労働者が、当［ 

: 該事業主の雇用する労働者の所定労働時間労働すること等の希望［ 

; を有する旨の申出をしたときは、当該短時間労働者に対し、その［ 

1 有する能力に応じた適切な待遇を行うように努めなければならな: 

:い。 ;

;〇障害者雇用対策基本方針（平成21年厚生労働省告示第55号）（抄） :

: 第3 事業主が行うべき雇用管理に関して指針となるべき事項 ［
: 1基本的な留意事項 丨

: （3） 処遇 :

: 障害者個々人の能力の向上や職務遂行の状況を適切に把握［

； し、適性や希望等も勘案した上で、その能力に応じ、キャリ［

: ア形成にも配慮した適正な処遇に努める。 :

: なお、平成20年の法改正により、平成22年7月から、重度 1

; でない身体障害者又は知的障害者である短時間労働者につい:

: ても実雇用率の算定対象となる。障害者である短時間労働者［

= が通常の所定労働時間働くこと等を希望する旨の申出があつ［

= たときは、事業主は、当該障害者の有する能力に応じた適正:

: な待遇を行うよう努めることとされている（法第80条）。社 丨

: 会保険料負担を免れる目的で、その雇用する障害者の勤務形1

: 態を一方的に短時間労働に変更することは、不適正な待遇に［

: 当たるものであり、本人の希望、能力等を踏まえた適切な待［

: 遇に努める。 :A— — —........ *........ 0
—45 —



ノ 3企業グループ算定特例の創設

⑴企業グル「プ算定特例について

平成21年4月から、一定の要件を満たす企業グループとして厚生労 

働大臣の認定を受けたものについては、特例子会社がない場合であっ 

ても、企業グループ全体で実雇用率を通算できるようになります。

（2）企業グループ算定特例の認定要件

企業グループ算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満た 

す必要があります。

① 親会社が障害者雇用推進者を選任していること。

② 企業グループ全体で障害者雇用の促進及び安定を確実に達成することがで 

きると認められること。

③ 各子会社の規模に疝じて、それぞれ常用労働者数に1.2%を乗じた数（小数 

点以下は切捨て）以上の障害者を雇用していること。ただし、中小企業にっ 

いては、次に掲げる数以上の障害者を雇用していること。

ア 常用労働者数が167人未満 要件なし

ィ常用労働者数が167人以上250人未満障害者1人
ゥ 常用労働者数が250人以上300人以下 障害者2人

④ 各子会社が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うことがで 

きると認められること又は他の子会社が雇用する障害者の行う業務に関し、 

子会社の事業の人的関係若しくは営業上の関係が緊密であること。

Point
☆企業グループ算定特例は次のようなイメージです。

全ての 

子会社が 
対象です

、不

亲貝zxtt

〇人;

1意思決定機関の支配:

係子会社）（関係子会社）（関係子会社）（関係子会ネ 関係子会社）I

（企業グループ全体で実雇用率丢通算 T 合計超過数3人）

☆子会社に企業グループ算定特例の認定を受けたものがある事業 

主は、企業グループ算定特例の認定を受けることはできません。



ノ 4_事業協同組合等算定特例の創設

ヽ
（1）事業協同組合等算定特例について

平成21年4月から、中小企業が事業協同組合等を活用して協同事業 

を行い、一定の要件を満たすものとして厚生労働大臣の認定を受けた 

ものについて、事業協同組合等（特定組合等）とその組合員である中 

小企業（特定事業主）で実雇用率を通算できるようになります。

（2）事業協同組合等算定特例の認定要件

事業協同組合等算定特例の認定を受けるためには、下記の要件を満 

たす必要があります。

① 事業協同組合等の行う事業と特定事業主の行う事業との人的関係又は営業 

上の関係が緊密であること
② 事業盒同組台等の規約等も、その事業協同組合等が障害者雇用納付金を徴 

収された場合に、特定事業主における障害者の雇用状況に鹿じて、障害者雇 

用納付金の経費を特定事業主に賦課する旨の定めがあること。

③ 事業協同組合等が、その事業協同組合及び特定事業主における障害者の雇 

用の促進及び安定に関する事業（雇用促進事業）を適切に実施するための計 

画（実施計画）を作成し、この実施計画に従って、障害者の雇用の促進及び 

安定を確実に達成することができると認められること。

@ 事業協同組合等が、4人以上の障害者を雇用し、また、雇用芬る常用雇用 

労働者に対する雇用障害者の割合が、20%を超えていること。

⑤ 事業協同組合等が、その雇用する障害者に対して適切な雇用管理を行うこ 

とができると認められること。

⑥ 特定事業主が、その規模に疝じて、それぞれ次に掲げる数以上の障害者を 

雇用していること。

ア 常用労働者が167人未満 要件なし

ィ常用労働者が167人以上250人未満障害者1人
ゥ 常用労働者が250人以上300人以下 障害者2人

事業協同組合等算定特例の認定要件を満たさなくなった場合には、 

この認定を取り消すこととしています。

☆事業協同組合等とは、次に掲げる組合を指します。

〇事業協同組合 〇水産加工業協同組合

〇商工組合 〇商店街振興組合
j ク



ゝ
☆事業協同組合等算定特例は次のようなイメージです。

,"一___ _ ______ _ ,___し ・ ヽ （3X,:
;巔定事矗）備定事業全）篠事業き）\ ◎業a]
'不足数2人 不足数1人 超過数2人 .卜舀害者雇用数1人

! “..ゝ...... J.............. Z...........<•'* I （雇用義務数〇人）
I : 雇用促進事業に参加 1I-通算はできない

組合員として事業 

協屁組合等の協同 

事業に参加してい 

る企業であっても、
① 障害者の雇用

義務が〇人であ 

る企業

② 雇用促進事業 

には参加しない 

企業

は、この特例の対 

象にはならず、通 
算はできません。

7-雇用促進事業に 
ノ' 参加していないの 

で通算はできない

障害者雇用数3人

C事業協同組合等及び特定事業主で実雇用率を通算 T 合計 超過数2人）

☆実施計画には、次の内容を盛り込んでください。

① 雇用促進事業の目標（雇用障害者数の目標を含も。）

② 雇用促進事業の内容

③ 雇用促進事業の実施時期

☆ 特定事業主が、特例子会社や企業グループ算定特例、事業協 

同組合等算定特例等の認定を受けている場合は、事業協同組合 

等算定特例の認定を受けることはできません。

☆ 雇用促進事業を支援する助成金がありますので、お近くの公 

共職業安定所（ハロ一ワーク）に、お気軽にご相談ください。

丿
f 5 その他 --------------------------------------------）

障害者雇用調整金の分割支給

企業グループ算定特例や事業協同組合等算定特例が創設されるのにあ 

わせて、平成21年4月から、障害者雇用調整金を、10社を超えない範囲 

において、親会社、特例子会社、関係子会社、事業協同組合等、特定事 

業主等に対して分割して支給することができるようになります。

今回の制度改正に関し、実雇用率の算定など障害者雇用率制度については、お近くの都道府県労働局 
又は公共職業安定所（ハローワーク）に、納付金の納付など障害者雇用納付金制度については、都道府8 
県障害考雇用促進協会にお問い合わせください。




